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6.	 条例その他の概要

（１） 茨城県行政組織条例等の一部を改正する条例
保健所の再編整備に伴い，所要の改正をしようとするものである。

（２） 茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い，所要の改正をしようとするものである。

（３） 茨城県県税条例等の一部を改正する条例
地方税法等の一部改正に伴い，所要の改正をしようとするものである。

（４） 取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査委員会条例を廃止する条例
取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査委員会の廃止に伴い，本条例を廃止しようとするものである。

（５） 茨城県交通安全条例の一部を改正する条例
自転車の安全な利用を推進するとともに，自転車保険への加入を促進するため，所要の改正をしようとするものである。

（６） 大気汚染防止法に基づき排出基準を定める条例の一部を改正する条例
工業標準化法の一部改正に伴い，所要の改正をしようとするものである。

（７） 茨城県興行場法施行条例の一部を改正する条例
健康増進法の一部改正を踏まえ，所要の改正をしようとするものである。

（８） 茨城県都市公園条例の一部を改正する条例
偕楽園の有料区域の新設等に伴い，所要の改正をしようとするものである。

（９） 茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例の一部を改正する条例
工業標準化法の一部改正等に伴い，所要の改正をしようとするものである。
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（10） 茨城県県立学校設置条例の一部を改正する条例
県立中学校の新設並びに県立高等学校の統合及び新設に伴い，所要の改正をしようとするものである。

（11） 茨城県警察関係手数料徴収条例の一部を改正する条例
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い，所要の改正をしようとするものである。

（12） 水戸市の中核市指定に係る申出について
地方自治法の規定に基づき，水戸市が総務大臣に対して中核市の指定に係る申出をすることに同意しようとするものである。

（13） 取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査に関する事務の受託の廃止について
取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査について，事務の受託を廃止しようとするものである。

（14） 法人に対する出資について
県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例の規定に基づき，公益財団法人都道府県センターに対する出資について，議決を求めようとするものであ

る。

（15） 県有財産の売却処分について（茨城中央工業団地（１期地区）事業用地）
事業用地として，東茨城郡茨城町中央工業団地３番８の土地 86,197.38平方メートルを予定価格 13億 2,743万 9,652円で株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ代表執行役社長鈴木

雅哉に売却しようとするものである。

（16） 県有財産の売却処分について（茨城港常陸那珂港区建設機械製造用地）
建設機械製造用地として，ひたちなか市大字長砂字渚 163番 70ほか１筆の土地 29,312.69平方メートルを予定価格７億 4,161万 1,057円で株式会社加藤製作所代表取締
役加藤公康に売却しようとするものである。

（17） 茨城県道路公社の有料道路事業の変更について
道路整備特別措置法の規定に基づき，茨城県道路公社の行う有料道路事業の事業内容の一部変更について，同意しようとするものである。
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（18） 千葉県道路公社の有料道路事業の変更について
道路整備特別措置法の規定に基づき，千葉県道路公社の行う有料道路事業の事業内容の一部変更について，同意しようとするものである。
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7.	 専決処分概要

１．地方自治法第 179条第１項の規定に基づくもの
（１） 平成 30年度一般会計補正予算概要（平成 31年３月 29日専決処分）
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（２） 平成 30年度特別会計補正予算概要（平成 31年３月 29日専決処分）

（３） 茨城県県税条例の一部を改正する条例（平成 31年３月 29日専決処分）
地方税法の一部改正に伴い，所要の改正をしようとするものである。

（４） 損害賠償の額の決定について（平成 31年４月９日専決処分）
平成 30年 10月１日（月）つくば市牧園１番地６地内で発生した工作物等破損事故に対し，損害賠償の額を定めようとするものである。
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（５） 和解について（令和元年５月 23日専決処分）
平成 29年 12月１日（金）石岡市大増 701番地地先県道上で発生した交通事故に対し，和解しようとするものである。
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